
四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則

をここに公布する。 

平成３０年３月３０日  

四日市市長  森  智 広  

四日市市規則第１７号 

四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する

規則 

（四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正） 

第１条 四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和６２年四日

市市規則第１１号）の一部を次のように改正する。  

改正後 改正前 

（復職時における号給の調整等） （復職時における号給の調整等） 

第３５条 休職にされ、若しくは法第５

５条の２第１項ただし書に規定する許

可（以下「専従許可」という。）を受け

た職員が復職し、派遣職員が職務に復帰

し、又は休暇のため引き続き勤務しなか

った職員が再び勤務するに至った場合

において、部内の他の職員との均衡上必

要があると認められるときは、休職期

間、専従許可の有効期間、派遣期間又は

休暇の期間を別に定める基準により換

算して得た期間（以下「調整期間」とい

う。）を引き続き勤務したものとみなし

て、復職し、職務に復帰し、若しくは再

び勤務するに至った日（その日が月の初

日でない場合は、その属する月の翌月の

初日。以下「復職等の日等」という。）、

同日後における最初の昇給日又はその

次の昇給日に市長の定めるところによ

り、昇給の場合に準じてその者の号給を

調整することができる。 

第３５条 休職にされ、若しくは法第５

５条の２第１項ただし書きに規定する

許可（以下この条において「専従許可」

という。）を受けた職員が復職し、派遣

職員が職務に復帰し、又は休暇のため引

き続き勤務しなかった職員が再び勤務

するに至った場合において、部内の他の

職員との均衡上必要があると認められ

るときは、休職期間、専従許可の有効期

間、派遣期間又は休暇の期間を別に定め

る基準により換算して得た期間（以下

「調整期間」という。）を引き続き勤務

したものとみなして、復職し、職務に復

帰し、若しくは再び勤務するに至った日

（その日が月の初日でない場合は、その

属する月の翌月の初日。以下「復職等の

日等」という。）又は復職等の日等以後

における最初の昇給日又はそのいずれ

かの日に市長の定めるところにより、昇

給の場合に準じてその者の号給を調整



することができる。 

 

改正後  

別表第１（第３条関係）  

等級別基準職務表（行政職給料表及び医療職給料表） 

 職務の級  標準的な職務   

 （略）   

 ７級  (1) 市長の事務部局の課長、危機管理室長、東京事務所長、職

員研修所長、検査室長、人権センター所長、地区市民センタ

ー館長、あさけプラザ館長、食品衛生検査所長、あけぼの学

園長、四日市公害と環境未来館長及び副館長並びに会計管理

室長の職務 

(2)から(8)まで （略）  

 

 ６級  (1) 市長の事務部局の課（室・所・場）長補佐、グループリー

ダー、中核市推進室長、人権プラザ館長、総合会館長、市民・

消費生活相談室長、多文化共生推進室長、男女共同参画セン

ター所長、市民窓口サービスセンター所長、福祉監査室長、

三重北勢健康増進センター館長、保険料収納室長、青少年育

成室長、こども子育て交流プラザ館長、家庭児童相談室長、

保育園長、こども園長、食肉センター場長、食肉地方卸売市

場長、農業センター所長、廃棄物対策室長、清掃事業所長、

北大谷斎場長及び公共交通推進室長の職務 

(2)から(7)まで （略） 

 

 ５級  (1) 市長の事務部局の困難な業務を分掌する係長、地域主任、

主任保育士、こども園副園長及び主任保育教諭の職務 

(2)から(6)まで （略） 

 

 （略）   

 

 

改正前  

別表第１（第３条関係）  

等級別基準職務表（行政職給料表及び医療職給料表）  



 職務の級  標準的な職務   

 （略）   

 ７級  (1) 市長の事務部局の課長、危機管理室長、東京事務所長、職

員研修所長、検査室長、人権センター所長、地区市民センタ

ー館長、あさけプラザ館長、臨時福祉給付金室長、食品衛生

検査所長、あけぼの学園長、四日市公害と環境未来館長及び

副館長並びに会計管理室長の職務 

(2)から(8)まで （略）  

 

 ６級  (1) 市長の事務部局の課（室・所・場）長補佐、グループリー

ダー、中核市推進室長、人権プラザ館長、公会計・行財政改

革推進室長、総合会館長、市民・消費生活相談室長、多文化

共生推進室長、男女共同参画センター所長、市民窓口サービ

スセンター所長、福祉監査室長、三重北勢健康増進センター

館長、保険料収納室長、青少年育成室長、こども子育て交流

プラザ館長、家庭児童相談室長、保育園長、こども園長、食

肉センター場長、食肉地方卸売市場長、農業センター所長、

廃棄物対策室長、清掃事業所長、北大谷斎場長及び公共交通

推進室長の職務 

(2)から(7)まで （略） 

 

 ５級  (1) 市長の事務部局の困難な業務を分掌する係長、主任、地域

主任、主任保育士、こども園副園長及び主任保育教諭の職務 

(2)から(6)まで （略） 

 

 （略）   

 

 

改正後  

別表第８（第２１条関係）  

ア 行政職 （略）  

イ 医療職  

昇格した

日の前日

に受けて

昇格後の号給 

６級 ７級 ８級 ９級 



いた号給 

 （略）  

４９ ２８  ３３  ２５  ５  

５０ ２８  ３４  ２６  ６  

５１ ２８  ３５  ２７  ７  

５２ ２９  ３６  ２８  ８  

５３ ２９  ３７  ２９  ９  

５４ ２９  ３７  ３０  ９  

５５ ２９  ３８  ３１  １０  

５６ ３０  ３８  ３２  １０  

５７ ３０  ３９  ３３  １１  

５８ ３０  ３９  ３４  １１  

５９ ３０  ４０  ３５  １２  

６０ ３１  ４０  ３６  １２  

６１ ３１  ４１  ３７  １３  

６２ ３１  ４１  ３７  １３  

６３ ３１  ４２  ３８  １４  

６４ ３２  ４２  ３８  １４  

６５ ３２  ４３  ３９  １５  

 （略）  

７３  ４６  ４２   

７４  ４６  ４２   

７５  ４７  ４３   

７６  ４７  ４３   

７７  ４７  ４３   

７８  ４８  ４３   

７９  ４８  ４４   

８０  ４８  ４４   

８１  ４８  ４４   

８２  ４８  ４４   

８３  ４９  ４５   



８４  ４９  ４５   

８５  ４９  ４５   

８６  ４９  ４５   

８７  ４９  ４６   

８８  ５０  ４６   

８９  ５０  ４７   

９０  ５０    

９１  ５０    

９２  ５０    

９３  ５１    

９４  ５１    

９５  ５１    

９６  ５１    

９７  ５１    

 
 

 

改正前  

別表第８（第２１条関係）  

ア 行政職 （略）  

イ 医療職  

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

６級 ７級 ８級 ９級 

 （略）  

４９ ２９  ３３  ２５  ５  

５０ ２９  ３４  ２６  ６  

５１ ２９  ３５  ２７  ７  

５２ ３０  ３６  ２８  ８  

５３ ３０  ３７  ２９  ９  

５４ ３０  ３７  ３０  ９  



５５ ３１  ３８  ３１  １０  

５６ ３１  ３８  ３２  １０  

５７ ３１  ３９  ３３  １１  

５８ ３２  ３９  ３４  １１  

５９ ３２  ４０  ３５  １２  

６０ ３２  ４０  ３６  １２  

６１ ３３  ４１  ３７  １３  

６２ ３３  ４１  ３７  １３  

６３ ３４  ４２  ３８  １４  

６４ ３４  ４２  ３８  １４  

６５ ３５  ４３  ３９  １５  

 （略）  

７３  ４６  ４３   

７４  ４６  ４３   

７５  ４７  ４４   

７６  ４７  ４４   

７７  ４７  ４５   

７８  ４８  ４５   

７９  ４８  ４６   

８０  ４８  ４６   

８１  ４９  ４７   

８２  ４９  ４７   

８３  ４９  ４８   

８４  ５０  ４８   

８５  ５０  ４９   

８６  ５０  ４９   

８７  ５１  ５０   

８８  ５１  ５０   

８９  ５１  ５１   

９０  ５２    

９１  ５２    



９２  ５２    

９３  ５３    

９４  ５３    

９５  ５４    

９６  ５４    

９７  ５５    

 
 

 

（四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

の一部改正）  

第２条 四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する

規則（平成１８年四日市市規則第９２号）の一部を次のように改正する。  

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１及び２ （略） １及び２ （略） 

（初任給に関する経過措置） （初任給に関する経過措置） 

３ 平成３０年７月１日（以下この項にお

いて「調整日」という。）以後に新たに

職員となり、その者の号給の決定につい

て第１１条から第１４条までの規定の

適用を受けることとなる者（調整日にお

いて４２歳に満たない職員を除く。）の

うち、新たに職員となった日（以下「採

用日」という。）から、これらの規定に

よる号給（以下、この項において「特定

号給」という。）の号数から第１１条第

１項の規定による号給（第１３条の規定

により初任給基準表の初任給欄に定め

る号給とすることができると定められ

ている号給を除く。）の号数を減じた数

を別表第９に定める昇給号給数表のC欄

の上段に掲げる号給数で除して得た数

３ 平成２８年７月１日以後に新たに職

員となり、その者の号給の決定について

第１１条から第１４条までの規定の適

用を受けることとなるもの（平成２８年

４月１日（以下この項において「調整日」

という。）において４０歳に満たない職

員を除く。）のうち、新たに職員となっ

た日（以下「採用日」という。）から、

これらの規定による号給（以下、この項

において「特定号給」という。）の号数

から第１１条第１項の規定による号給

（第１３条の規定により初任給基準表

の初任給欄に定める号給とすることが

できると定められている号給を除く。）

の号数を減じた数を別表第９に定める

昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給



の年数（１未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた数。以下、この項におい

て「調整年数」という。）を遡った日が

平成２２年１月１日前となるものの採

用日における号給は、第１１条から第１

４条までの規定にかかわらず、採用日か

ら調整年数を遡った日（当該遡った日が

同日の属する年の１１月１日（管理職手

当の支給を受ける職員で市長が定める

ものにあっては、同年の１０月１日）以

後である場合にあっては、同年の翌年の

１月１日）の翌日から採用日までの間に

おける平成２７年四日市市規則第１４

号による改正前の第２５条に規定する

昇給日（次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、当該各号に定める期間又は日にお

けるものに限る。）の数に相当する号数

を特定号給の号数から減じて得た号数

の号給とする。 

 

 

(1) （略） 

(2) 調整日において５０歳に満たない

職員（次号及び第４号に掲げる職員を

除く。） 平成１９年１月１日から平

成２１年１月１日まで 

(3) 調整日において４９歳に満たない

職員（次号に掲げる職員を除く。） 

平成１９年１月１日から平成２０年

１月１日まで 

(4) 調整日において４４歳に満たない

職員 平成１９年１月１日 

数で除して得た数の年数（１未満の端数

があるときは、これを切り捨てた数。以

下、この項において「調整年数」という。）

を遡った日が平成２２年１月１日前と

なるものの採用日における号給は、第１

１条から第１４条までの規定にかかわ

らず、採用日から調整年数を遡った日

（平成２２年１月１日以後に新たに職

員となったもので採用日から調整年数

を遡った日が同日の属する年の１１月

１日（管理職手当の支給を受ける職員で

市長が定めるものにあっては、同年の１

０月１日）以後である場合にあっては、

同年の翌年の１月１日）の翌日から採用

日までの間における平成２７年四日市

市規則第１４号による改正前の第２５

条に規定する昇給日（次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める期

間又は日におけるものに限る。）の数に

相当する号数を特定号給の号数から減

じて得た号数の号給とする。 

(1) （略） 

(2) 調整日において４８歳に満たない

職員（次号及び第４号に掲げる職員を

除く。） 平成１９年１月１日から平

成２１年１月１日まで 

(3) 調整日において４７歳に満たない

職員（次号に掲げる職員を除く。） 

平成１９年１月１日から平成２０年

１月１日まで 

(4) 調整日において４２歳に満たない

職員 平成１９年１月１日 



４から６まで （略） ４から６まで （略） 

 

（四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

の一部改正）  

第３条 四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する

規則（平成２７年四日市市規則第１４号）の一部を次のように改正する。  

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（初任給に関する経過措置） （初任給に関する経過措置） 

３ 平成３０年７月１日（以下この項にお

いて「調整日」という。）以後に新たに

職員となり、その者の号給の決定につい

て第１１条から第１４条までの規定の

適用を受けることとなる者（調整日にお

いて３７歳に満たない職員を除く。）の

うち、新たに職員となった日（以下「採

用日」という。）から、これらの規定に

よる号給（以下、この項において「特定

号給」という。）の号数から第１１条第

１項の規定による号給（第１３条の規定

により初任給基準表の初任給欄に定め

る号給とすることができると定められ

ている号給を除く。）の号数を減じた数

を別表第９に定める昇給号給数表のＣ

欄の上段に掲げる号給数で除して得た

数の年数（１未満の端数があるときは、

これを切り捨てた数。以下、この項にお

いて「調整年数」という。）を遡った日

が平成２７年７月１日前となるものの

採用日における号給は、第１１条から第

１４条までの規定にかかわらず、採用日

３ 平成２７年７月１日以後に新たに職

員となり、その者の号給の決定について

第１１条から第１４条までの規定の適

用を受けることとなるもののうち、新た

に職員となった日（以下「採用日」とい

う。）から、これらの規定による号給（以

下、この項において「特定号給」という。）

の号数から第１１条第１項の規定によ

る号給（第１３条の規定により初任給基

準表の初任給欄に定める号給とするこ

とができると定められている号給を除

く。）の号数を減じた数を別表第９に定

める昇給号給数表のＣ欄の上段に掲げ

る号給数で除して得た数の年数（１未満

の端数があるときは、これを切り捨てた

数。以下、この項において「調整年数」

という。）を遡った日が平成２７年７月

１日前となるものの採用日における号

給は、第１１条から第１４条までの規定

にかかわらず、採用日から調整年数を遡

った日（平成２７年７月１日以後に新た

に職員となったもので採用日から調整



から調整年数を遡った日（当該遡った日

が同日の属する年の５月１日（管理職手

当の支給を受ける職員で市長が定める

ものにあっては、同年の４月１日）以後

である場合にあっては、同年の７月１

日）の翌日から採用日までの間における

第２５条に規定する昇給日（平成２７年

７月１日に限る。）の数に相当する号数

を特定号給の号数から減じて得た号数

の号給とする。  

年数を遡った日が同日の属する年の５

月１日（管理職手当の支給を受ける職員

で市長が定めるものにあっては、同年の

４月１日）以後である場合にあっては、

同年の７月１日）の翌日から採用日まで

の間における第２５条に規定する昇給

日（平成２７年７月１日に限る。）の数

に相当する号数を特定号給の号数から

減じて得た号数の号給とする。 

３から５まで （略） ３から５まで （略） 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第２条及び第３条の規

定は、平成３０年７月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関す

る規則別表第８の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

 

（総務部人事課） 


